
【申請書 添付書類④】 

 
 

春日環境保全会 会則 

 

（目 的） 

第１条 春日市内の良好な環境を後世に残し、地域が主体となった身近な環境活動を

実践するため、春日市原町３丁目 1 番地５に春日環境保全会を置きます。 

 

（活 動） 

第２条 春日環境保全会は、第１条の目的を達成するため、以下の活動を行います。 

(1) 地域清掃活動 

(2) 公園樹木等の適正管理 

(3) 牛頸川アダプトプログラム 

(4) 公民館などにおける環境講座 

(5) その他環境活動 

 

（会 員） 

第３条 春日環境保全会は、この会則に掲げた目的に賛同し、入会する者をもって会

員とします。 

 

（役 員） 

第４条 春日環境保全会に、次の役員を置き、会員の互選によりこれを決めることと

します。 

（代表 １名、副代表 １名、会計 １名） 

２ 役員の任期は１年とし、再任は妨げないこととします。 

 

（役員の職務） 

第５条 代表は、この会を代表し会務を総括します。 

  ２ 副代表は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行します。 

  ３ 会計は、会の会計事務を行います。 

 

（その他） 

第６条 ここに定めのない事項については、会員が協議して定めることとします。 

記入例 

【団体規約】 


